
令和６年度宗谷圏域地域・職域連携推進連絡会（第２回）
稚内労働基準監督署

1 定期健康診断結果報告書から見る有所見率
単位：％

全国 北海道 稚内署 全国 北海道 稚内署 全国 北海道 稚内署 全国 北海道 稚内署 全国 北海道 稚内署 全国 北海道 稚内署 全国 北海道 稚内署

平成31年・令和元年 57.0 61.7 64.7 16.2 18.3 25.1 7.7 10.2 8.6 15.9 17.6 20.3 32.0 38.2 40.1 11.9 12.8 15.1 10.0 10.7 6.9

令和２年 58.5 61.7 68.3 17.9 20.1 27.9 7.7 9.4 9.3 17.0 17.7 22.4 33.3 37.3 40.3 12.1 12.9 18.8 10.3 10.9 6.6

令和３年 58.7 62.6 64.0 17.8 20.5 29.5 8.0 10.4 8.8 16.6 18.1 20.3 33.0 37.6 36.0 12.5 13.8 15.6 10.5 11.4 6.5

令和４年 58.3 62.4 59.1 18.2 20.7 25.5 8.3 10.7 7.9 15.8 17.7 21.2 31.6 36.3 32.0 12.7 14.1 19.0 10.7 11.8 7.0

令和５年 58.9 63.2 60.1 18.3 20.6 26.7 8.6 11.1 8.3 15.9 17.6 20.1 31.2 35.4 32.7 13.1 13.7 20.8 10.7 11.7 7.5

（出典：定期健康診断実施結果） ※　報告様式による報告内容（常時労働者50名以上の事業場に提出義務あり）

※　有所見率が10％を超えている項目を抜粋

※　稚内労働基準監督署の管轄
　　　　宗谷地域及び天塩町、遠別町。

※　年齢層は就業者であるため、18～65歳がほとんど
　を占める。

※　高齢化が進んでいる地域ほど、有所見率は高くなる
　傾向がある。

2 労働安全衛生法に基づく健康診断および事後措置の概要

（スライド出典：令和５年12月５日第１回労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会　参考資料）

血糖検査 心電図検査

令和7年3月25日

労働者の健康診断について

有所見率（全項目） 血圧 貧血検査 肝機能検査 血中脂質検査

異常所見への医師の意見聴取
に関する法の趣旨は、
労働者の治療ではなく、現在
の働き方で問題がないかを確
認するものである。
そのため、労働者本人と医

師との面接ではなく、事業者
と医師の間で行われる。

【やりとり例】
事業主
「今は●●さんは夜間勤務が
多いのですが、健康診断の結
果からみて問題はないでしょ
うか？」

医師
「血圧が高いので、夜間勤務
はさせない方がよいね。」
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（出典：令和５年12月５日　第１回労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会　参考資料）




